
高齢者のスマホ購入で
最大３万円を補助します！

益子町シニア世代スマートフォン購入費補助事業

いまスマホを買う高齢者の方へスマホ購入費を町が応援します！

補助対象者（もらえる人）

スマホでできることが増えると、くらしが便利になります。
この機会にぜひスマホを購入してみませんか。

◇益子町内に住んでいる人（町の住民基本台帳に登録されている人）

◇満６５歳以上の人（申請する年度中に６５歳でもOKです）

補助要件（もらうための約束事）

◇マイナンバーカードを持っている（または申請中でもOKです）

◇はじめて「マイナンバーカードを読めるスマホ」を購入する

◇補助対象者本人が指定店舗で購入し、回線契約もする

◇購入した店舗でスマホ講座を受けて、町が決めたアプリを
登録する

◇町税等の滞納がない

※全部守ってください

虚偽申請その他不正行為により補助を受けた場合は、補助金返還請求の対象となります。

補助対象経費（もらえる金額）

①データ通信契約をしたスマホ本体の購入費

②充電器その他の付属品の購入費、事務手数料

③初期設定やアプリ設定及びデータ移行等に係る費用

詳しい申請方法は、裏面を見てください！

①から③までの総額に対し、３０，０００円を上限に補助します
・店頭割引やクーポン等の適用後の金額が補助対象経費です
・スマホ購入時に付随するものに限ります
・補助対象経費に１，０００円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額となります

回 覧



この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています

申請期間

令和８年４月１日から令和８年９月３０日
※上記申請期間前に購入した場合、補助対象外となります。

購入から申請までの流れ

必要な持ち物

指定店舗（町が決めたお店）

本事業に関するお問い合わせ

益子町 総務部 総合政策課 DX推進係
電話 0285-72-8829

※補助金申請の際に必要となります

□ 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証など）

□ 申請者本人名義の通帳（補助金を受け取る口座情報がわかるもの）

購入したスマホでの電子申請となります

紙での申請は受け付けませんのでご注意ください

申請完了まで
お店でサポート

①スマホを
購入

②スマホ講座を
受講

③補助金の
申請

※申請受付した日から１～２か月後に、益子町より「交付決定通知書」
を郵送の上、ご指定の口座に補助金を振り込みます

※上記申請期間内であっても、予算額に達した場合、受付終了となります。

指定アプリ（町が決めたアプリ）への登録

□ 町の公式LINE □ デジタル地域通貨ましコイン

真岡市大谷本町1-2
0120-836-650

ドコモショップ真岡店

真岡市上高間木3-9-3
0800-700-1281

au Style 真岡西

真岡市下高間木1-13-3
0285-83-7610

ソフトバンク真岡

真岡市台町2668
0285-83-8206

ワイモバイルイオンタウン真岡

益子町益子1590-3
0120-25-1819

ケーブルテレビ益子

※店舗へ電話での事前予約を推奨します

真岡市久下田西4-159
0120-186-850

ドコモショップ二宮店


